
号

外�
平

成
二
十
一
年

四

月

一

日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

三

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

四

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
教
育
総
務
課
の
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

教
育
委
員
会
の
事
務
事
業
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
教
職
員
課
の
項
第
四
号
中｢

教
育
職
員
免
許
状
の
授
与
及
び
検
定｣

を｢

教
育
職
員
の

免
許｣

に
改
め
、
同
表
社
会
教
育
文
化
課
の
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
四
号

と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
社
会
教
育
文
化
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

青
少
年
の
育
成
に
関
す
る
こ
と(

知
事
部
局
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

第
十
二
条
の
表
教
育
支
援
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日



岐
阜
県
文
化
財

保
護
セ
ン
タ
ー

一

埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

埋
蔵
文
化
財
に
係
る
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

発
掘
調
査
技
術
の
指
導
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四

出
土
品
の
保
存
処
理
及
び
収
蔵
に
関
す
る
こ
と
。

五

埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
保
存
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

六

文
化
財
の
保
護
思
想
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
事

業
に
関
す
る
こ
と
。

調
査
課

総
務
課

企
画
課

一

埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

埋
蔵
文
化
財
に
係
る
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

発
掘
調
査
技
術
の
指
導
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四

出
土
品
の
保
存
処
理
及
び
収
蔵
に
関
す
る
こ
と
。

五

埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
保
存
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

六

文
化
財
の
保
護
思
想
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

一

所
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

経
理
並
び
に
現
金
及
び
物
品
の
出
納
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
資
料
の
管
理(

調
査
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

四

所
内
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
調
査
課
の
所
掌
に
属
さ
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

一

他
の
図
書
館
、
学
校
、
公
民
館
等
と
の
連
絡
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

二

読
書
活
動
支
援
資
料
に
関
す
る
こ
と
。

三

読
書
会
、
研
究
会
、
鑑
賞
会
、
映
画
会
、
資
料
展
等
の
主
催
及
び
そ
の

奨
励
に
関
す
る
こ
と
。

四

電
算
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

五

図
書
館
資
料
の
相
互
貸
借
に
関
す
る
こ
と
。

六

世
界
分
布
図
セ
ン
タ
ー
の
企
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

七

分
布
図
の
収
集
及
び
利
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

八

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他
読
書
普
及
活
動
及
び
分
布
図
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

家
庭
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

地
域
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
岐
阜
県
高
山
陣
屋
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条
の
三
の
見
出
し
を｢(

部
及
び
課
の
設
置)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

企
画
情
報
課
、
資

料
課
、｣

を｢

企
画
課
及
び｣

に
改
め
、｢

及
び
世
界
分
布
図
セ
ン
タ
ー
室｣

を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー(

以
下｢

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

に
、
総
務
課
及

び
調
査
課
を
置
く
。

第
二
条
の
四
の
見
出
し
を｢(

部
及
び
課
の
分
掌
事
務)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

及
び
室｣

を

削
り
、
同
項
の
表
企
画
情
報
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
第
一
項
の
表
資
料
課
の
項
を
削
り
、
同
表
サ
ー
ビ
ス
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
五

号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
を
第
四
号
と
し
、
同

号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一

図
書
館
資
料
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

図
書
館
資
料
の
分
類
配
列
及
び
そ
の
目
録
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

図
書
館
資
料
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
四
第
一
項
の
表
世
界
分
布
図
セ
ン
タ
ー
室
の
項
を
削
り
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
四

項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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岐 阜 県 文
化 財 保 護
セ ン タ ー
所 長 印 七

他
の
埋
蔵
文
化
財
保
護
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
委
員
会
訓
令
甲

揖

斐

特

別

支

援

学

校

文

化

財

保

護

セ

ン

タ

ー

揖

特

文

財

セ

第
四
条
の
二
中｢

博
物
館
及
び
美
術
館｣

を｢

美
術
館
及
び
現
代
陶
芸
美
術
館｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

部
、
課
及
び
室｣

を｢

部
及
び
課｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第

二
項
中｢

、
課
長
及
び
室
長｣

を｢

及
び
課
長｣

に
、｢

、
課
又
は
室｣

を｢

又
は
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
印
規
則(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
号
中
ヲ
を
ワ
と
し
、
ル
を
ヲ
と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
所
長
印

書

体

て
ん
書

寸

法

二
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
岐
阜
本
巣
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
四
号
中｢

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で｣

を｢

第
一
号
及
び
第
二
号｣

に
、｢

課
長
、
部

長
及
び
室
長｣

を｢

部
長
及
び
課
長｣
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
の
表
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
の
項
中｢

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館｣

を｢

岐
阜

県
博
物
館｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
図
書
館
、
岐
阜
県
博
物
館
及
び
岐
阜
県
美
術
館
の
項
中｢

岐
阜
県

博
物
館
及
び
岐
阜
県
美
術
館｣

を｢

岐
阜
県
美
術
館
及
び
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館｣

に
改
め
、
同
表

岐
阜
県
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ひ
だ
の
項
中｢

岐
阜
県
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ひ
だ｣

を｢

岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン

タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
教
育

委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

藤
井
清
敏
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長｣

を｢

安
福
正
寿
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次

長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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